
総合評価方式における「県産品、リサイクル

製品の積極利用」の評価対象建設資材について

総合評価落札方式事務手引き(P8)の評価対象建設資材〈１〉①、

〈２〉①について

仕様書の単価表の「名称・規格など」欄において建設資材名

が明記され、使用する建設資材が特定できる場合は、その資材

について提案ができます。

・提案可能な例

・提案不可能な例

下記のようなモルタル吹付工は、セメント、砂等複数の建設資材を

混合しており、１品目の建設資材を特定していない。このような工種

は提案不可能です。

「名称・規格など」 数量 単位

法面工　張芝工

　野芝（全面張）

落石防護柵設置　　　　端末支柱設置工

　柵高2.0m　鍍金

落石防護柵設置　ロープ・金網設置工

　柵高2.0m　ロープ７本　間隔保持材付

　　※③　複数の建設資材がある場合、１品目の建設資材で提案可能

○○ 本

③ ○○ ｍ

① ○○ ㎡

②

「名称・規格など」 数量 単位

法面工　モルタル吹付工

　厚８ｃｍ
④ ○○ ㎡



【参考】総合評価落札方式事務手引きより抜粋

　・次の条件を全て満たすこと

①

②

③
④

⑤

　・次の条件を全て満たすこと

①

②
③
④

⑤

　※ ただし、上記〈１〉〈２〉において次のいずれかに該当するものは、対象外

① 諸経費に含まれる資材 工事看板など
② 転用可能な資材 仮設材、型枠など
③ 率計上（単位が％）のもの 砂散布費、雑工種（基礎砕石）など
④ 諸雑費など

　○ 前提条件
　　　・仕様書に明記されている県産品を全数使用

総合評価方式における評価項目
「県産品、リサイクル製品の積極利用」の評価対象建設資材

仕様書の単価表において、「名称・規格など」欄に建設資材名が
明記されていること

同欄に「県産品」又は「県認定リサイクル製品」と明記されてい
ないこと

仕様書に計上されている１品目全数使用すること

〈１〉県産品建設資材の使用を提案する場合

和歌⼭県リサイクル製品認定制度に基づき県産認定された県産認
定リサイクル製品であること

購入建設資材であること

和歌⼭県けんさんぴん登録制度実施要綱に基づきけんさんぴん登
録された県産品建設資材又は同要綱第２条第２項第１号もしくは
第３号の条件を満たす県産品建設資材であること

購入建設資材であること

仕様書の単価表において、「名称・規格など」欄に建設資材名が
明記されていること

同欄に「県認定リサイクル製品」と明記されていないこと
仕様書に計上されている１品目全数使用すること

〈２〉県認定リサイクル製品（県産認定）の使用を提案する場合



 

 

１　けんさんぴん登録された県産品建設資材の使用を提案する場合

２　県産認定リサイクル製品の使用を提案する場合

３　けんさんぴん登録されていない県産品建設資材の使用を提案する場合

総合評価方式における評価項目
「県産品、リサイクル製品の積極利用」において、「③仕様書に明記している県産品
を全数使用した上で、仕様書に明記していない県産品、リサイクル製品を１品全数
使用」を提案する場合に必要となる証明資料は、下記のものとする。

・工事材料承諾願に添付する書類などで、建設資材の製品名、規格、製造事業者の名

　称・住所、工場の名称・住所等が確認できる資料　及び　寸法等が確認できる図面等、

　県産品建設資材の条件を満たすことを確認できる資料

・使用する建設資材（製品等）が、仕様書の図面（参考図）などと異なる場合は、同等以

　上の機能を有することを確認出来る資料

・工事材料承諾願に添付する書類などで、建設資材の製品名、規格、樹種、紀州材証明

　者等が確認できる資料　及び　寸法等が確認できる図面等、県産品建設資材の条件を

　満たすことを確認できる資料

・紀州材認証システム実施要綱第６条により公表された「県ホームページの紀州材証明

　者（登録）一覧表」の写し

・使用する建設資材（製品等）が、仕様書の図面（参考図）などと異なる場合は、同等以

　上の機能を有することを確認出来る資料

○和歌山県けんさんぴん登録制度実施要綱第２条第２項第１号
　　「県内に主たる事務所を置き、製造業を営む企業、組合等で製造された建設資材
　 又は製品」の場合
　　※　主たる事務所とは、主たる業務を行う本社、本店をいう

・「けんさんぴん登録通知書（県産品建設資材）」の写し　又は　「県ホームページの県産

　品リスト」の写し（県産品建設資材と確認できるもの）

・工事材料承諾願に添付する書類などで、建設資材の製品名、規格、登録事業者の名

　称・住所等が確認できる資料　及び　寸法等が確認できる図面等

・使用する建設資材（製品等）が、仕様書の図面（参考図）などと異なる場合は、同等以

　上の機能を有することを確認出来る資料

・和歌山県リサイクル製品認定通知書（同条例施行規則第７条の欄が「有」）　又は　県

　ホームページの「和歌山県認定リサイクル製品リスト（一覧表）」、「事業者による製品

　紹介」の写し（県産認定リサイクル製品と確認できるもの）

・工事材料承諾願に添付する書類などで、建設資材の製品名、規格、認定事業者の名

　称・住所等が確認できる資料　及び　寸法等が確認できる図面等

・使用する建設資材（製品等）が、仕様書の図面（参考図）などと異なる場合は、同等以

　上の機能を有することを確認出来る資料

　○和歌山県けんさんぴん登録制度実施要綱第２条第２項第３号
　　　「紀州材認証システムにより認定された「紀州材」」の場合



 

 

 

 

 

 

【別添フロー】【別添フロー】【別添フロー】【別添フロー】
　　●対象：３「当該工事での県産品等の使用」を応札時に提案　　●対象：３「当該工事での県産品等の使用」を応札時に提案　　●対象：３「当該工事での県産品等の使用」を応札時に提案　　●対象：３「当該工事での県産品等の使用」を応札時に提案

　◎「県産品・リサイクル製品の積極利用」にかかる評価フロー　◎「県産品・リサイクル製品の積極利用」にかかる評価フロー　◎「県産品・リサイクル製品の積極利用」にかかる評価フロー　◎「県産品・リサイクル製品の積極利用」にかかる評価フロー

応札応札応札応札 開札～評価開札～評価開札～評価開札～評価

 １　過去２年間の実績 １　過去２年間の実績 １　過去２年間の実績 １　過去２年間の実績
 　　工事成績加点評価件数 　　工事成績加点評価件数 　　工事成績加点評価件数 　　工事成績加点評価件数
　　 （同業種）　　 （同業種）　　 （同業種）　　 （同業種）

 ３　当該工事での県産品等の ３　当該工事での県産品等の ３　当該工事での県産品等の ３　当該工事での県産品等の
 　　使用を応札時に提案 　　使用を応札時に提案 　　使用を応札時に提案 　　使用を応札時に提案
　   ・仕様書に明記している県産品　   ・仕様書に明記している県産品　   ・仕様書に明記している県産品　   ・仕様書に明記している県産品
　　　を全数使用した上で、仕様書に　　　を全数使用した上で、仕様書に　　　を全数使用した上で、仕様書に　　　を全数使用した上で、仕様書に
　　　明記していない県産品等を１品　　　明記していない県産品等を１品　　　明記していない県産品等を１品　　　明記していない県産品等を１品
　　　目全数使用　　　目全数使用　　　目全数使用　　　目全数使用
　　　　　　　　※但し、履行しなかった場合は、
　　　　工事成績に反映する。

 　５件以上 　５件以上 　５件以上 　５件以上

　２件以上　２件以上　２件以上　２件以上
　５件未満　５件未満　５件未満　５件未満

１件以上１件以上１件以上１件以上
（１年間有効）

１
点
加
点

 
　
点
加
点

０
点

 ４　上記１又は２又は３に該当 ４　上記１又は２又は３に該当 ４　上記１又は２又は３に該当 ４　上記１又は２又は３に該当
　　　しない場合　　　しない場合　　　しない場合　　　しない場合

0.5

※ 　上記の１、２、３については、複数提案を可とする。この場合、最も評価値の高いもので評価する。

【応札時】

・工事成績加点実績の記載内容により 確認

【技術資料提出時】

・工事成績評定通知書（写）等により確認

　別添フローへ別添フローへ別添フローへ別添フローへ
　「当該工事での県産品等の使用」技術提案
　として応札時に提出されたもの

応札応札応札応札

(1)けんさんぴん登録された
　　県産品建設資材

(2)県産認定リサイクル製品

(3)けんさんぴん登録制度第２条第２項
　第１号または第３号の条件を満たす
　県産品建設資材
 　・第１号　「県内に主たる事務所を置き、
　　製造業を営む企業、組合等で製造さ
　　れた建設資材又は製品」
 　・第３号　「紀州材認証システムにより
　　認定された「紀州材」」

※1 仕様書に記載している購入建設資材等を評価対象とし、諸経費に
　　含まれる資材や転用可能な資材等は対象外とする。
　　　また、応札時において、採否の判断が困難である「県産新工法」
　　「県土保全環境技術」等についても対象外とする。

県
産
品
等
使
用
を
提
案

①県産品・リサイクル製品に該当①県産品・リサイクル製品に該当①県産品・リサイクル製品に該当①県産品・リサイクル製品に該当
　するか　するか　するか　するか
　　　　注：該当の有無については、「工事成績評定」

　　　および「けんさんぴん登録」の対象項目と
　　　異なるため注意すること

②契約後、材料承諾可能か②契約後、材料承諾可能か②契約後、材料承諾可能か②契約後、材料承諾可能か
　注：契約後に履行を求める必要あり

開札～評価開札～評価開札～評価開札～評価

１
点
加
点

契約～完成契約～完成契約～完成契約～完成

０
点

③履行されたか③履行されたか③履行されたか③履行されたか

(2)工事成績を減点

　・最大で「文書注意の

　　－８点」を適用

YES

YES

NO

NO※2

(1)工事成績の加点対象YES

NO※4

※4 提案された資材等が、変更契約により、
　　　削除された場合はこのかぎりでない。
　　　なお、工事成績の加点対象となるため、
　　　発注者と受注者協議のうえ、変更契約を
　　　行うこと。

※1

【応札時】
・製品名や規格、登録
 番号等の記載内容を

 確認

【技術資料提出時】
・登録通知書（写）と
 証明資料等により
 確認

【応札時】
・製品名や規格、条件

 を満たす記載内容を

 確認

【技術資料提出時】
・証明資料等により
 確認

対　象

※3

※3 けんさんぴん登録制度における
　　　「認定」を担保するものではない。

※2 規格の不一致等、契約後に材料
　　承諾が出来ないと判断されるもの
　　については、加点評価しない。

・仕様書に明記している県産品を全数

　使用
・提案した仕様書に明記していない県産
　品等を１品目全数使用

 ２　平成23年4月1日以降の ２　平成23年4月1日以降の ２　平成23年4月1日以降の ２　平成23年4月1日以降の
 　　工事成績加点評価件数 　　工事成績加点評価件数 　　工事成績加点評価件数 　　工事成績加点評価件数
　　 （同業種）　　 （同業種）　　 （同業種）　　 （同業種）
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品
・
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品
の
積
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利
用


